
１ 対象チェックリスト 

 

１．対象事業 

貨物自動車運送事業 

□ 一般貨物自動車運送事業 

□ 特定貨物自動車運送事業 

□ 貨物軽自動車運送事業 

貸切バス事業 

□ 一般貸切旅客自動車運送業 

タクシー・介護タクシー事業 

□ 一般乗用旅客自動車運送事業 

□ 一般乗用旅客自動車運送事業（福祉限定） 

自動車運転代行業 

□ 自動車運転代行業 

 

２．対象車両 

次の全ての要件を満たす車両 

□ 
管理保管が大河原町内である車両であること 

車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が大河原町内であるもの 

□ 

事業用車両（緑・黒ナンバー）である車両 

車検証に記載されている「自家用、事業用の別」が事業用であり、 

営業ナンバー（緑・黒）を装着しているもの。 

※「自動車運転代行業」の場合、国土交通省令で定める表示（認定番号等）の 

ある車両。 

 

３．対象燃料 

□ 
令和３年 10月から令和４年３月までの６か月間に、対象車両の運行のために購入した

燃料（ガソリン、軽油、液化石油ガス） 

 

４．対象事業者 

次の全ての要件を満たす事業者（法人、個人事業者） 

□ 
対象事業の営業に必要な許認可を受けて、大河原町内に事業所を有し営業するもの 

 ※大企業を除く 

□ 申請時点において営業を継続する意思のあるもの 

□ 

町税等の滞納のないもの 

 法人の場合は法人町民税、固定資産税及び軽自動車税 

 個人事業者の場合は町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民保険税 

□ 申請書類「誓約書（様式第３号）」を提出し、遵守すること 

 


